
№１２１ 

 

府立三島高等学校 

校長 加藤 孝之 

 

平成 29年度 学校経営計画及び学校評価 
 

１ めざす学校像 

１ 総合力ある教育指導（授業、特別活動、生活習慣・規範力）ができる学校 

２ 生徒への手厚い指導の保障ができる学校   

３ 学力と進路の保障ができる学校      

４ 地域から信頼される学校 

５ 高い志と夢を持ったグローバル人材を育成する学校 

 

２ 中期的目標 

１ 進路を切り拓く確かな学力の育成 

(1)  教員の教科指導力と生徒の学習力を向上させることにより、学力の向上を図る。 

ア 授業アンケートや授業観察を活用した授業改善に積極的に取り組み、教員の教科指導力を向上させる。 

イ 平日休日の自宅課題管理や講習・補習の充実を通して生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育成する。 

   ※ 平成 31年度に基礎学力調査（２年生４月）時点での平日自宅学習時間を 90 分にする。（平成 28年度 51分） 

   ※ 平成 31年度に実力試験において２年生１月-１年生 11月３教科全国偏差値を同値にする。（平成 28 年度２年生▲2.2） 

(2)  生徒が第 1 希望の進路を実現するための組織的計画的な進路指導体制を確立する。 

ア 進路指導の３年間一貫取り組みを実施する中で、生徒の希望適性に応じた進路探索選択実現を推進する。 

イ 刻々と変化する大学入試情報を的確に把握して進路指導を充実させると共に、生徒・保護者へ積極開示して意識啓発を図る。 

ウ 国公立大学とりわけ難関国公立大学への現役合格者数を増大させ、生徒の進路希望に応える。 

※ センター試験受験者数比率（国公立型）を対受験者比率で、平成 31 年度には 50％以上とする（平成 28 年度 45.9％） 

※難関国公立大（京都・大阪・神戸・大阪市立・大阪府立）現役合格者数を 20名、国公立大現役合格者数を 70 名にする。 

（平成 28年度難関国公立大 12 名、国公立大 59 名） 

２ 生活習慣の確立と社会規範の尊重遵守、総合的教育による豊かな人間性の育成 

(1)  生活習慣を確立し規範意識を高める取組みを組織的に推進する。 

ア 自らを律し、他者を思いやり、公共のマナーやルールを守るなど、規範意識を醸成する取組みを実施する。 

イ 自己管理能力を高める取組みを推進する。特に時間管理を徹底させ、勉強時間と部活動時間のメリハリをつけさせる。 

※ 平成 31 年度に年間一人あたり遅刻回数を、１回以下（平成 28年度 1.37回） 

(2)  学校行事や部活動を通して、豊かな人間性を育成する。 

ア 生徒会活動、学校行事、部活動などを活発化させると共に、生徒の自主性自律性を育む取組みを推進する。 

(3)  人権教育、国際理解教育、環境教育、ボランティア教育等総合的人間力を育成する。 

  ア オーストラリア語学研修等の国際交流の展開によりグローバル世界に生きる基礎的素養を身につける。 

  イ 幅広い人権教育を推進することにより、互いの違いを認め合い、共に生きていく多文化共生の精神を涵養し、人権意識の向上を図る。 

ウ  ３年間を見通した幅広い教育をおこなうことにより社会が必要とする総合的人間力を身につけさせる。 

３ グローバル人材の育成 
（1） 上記２を基本に国際社会で通用する人材を育成するため、地域の伝統や文化に対する理解はもとより、異文化や習慣の違いを尊重する精神を育む為に国際交

流を積極的に進める。世界の様々な国からの長期、短期の留学生を積極的に受け入れる。 
（2）国際的なコミュニケーション能力を育成するために、国際的共通語として中心的な役割を果たしている英語によるコミュニケーション能力の育成に努める。そ

の為に、海外語学研修、国際交流に努め生徒の国際的な視野を育むとともに、授業に言語活動を積極的に取り入れ、英検や TOEFL等の資格取得を進めることに取
り組む。    

４ 社会（生徒・保護者・地域）に信頼される学校づくり 

(1)  防災を含む危機管理力を向上させる。 

ア リスクマネジメントとクライシスマネジメントの管理体制を強化する。 

イ 訓練と意識改革を通して生徒と教員の実践力を向上させる。 

※学校教育自己診断における「災害時の行動規範を知らされている」の肯定評価を、平成３１年度には 50％以上とする（平成 28年度 18.7％）。 

(2) 学校の発信力を強化充実させる 

  ア・マーケティング手法により生徒・保護者ニーズを的確に把握して広報戦略の再構築をおこなう 

  イ・ＰＴＡ、後援会に対する学校発信力を強化する 

５ 機能的効率的な学校経営の実現 

(1)教育基幹を強靭化して学校経営力を強化する。 

  持続的発展のための基本的枠組みの構築をおこない、実際的対応力を高める。組織改革、共通認識の醸成、教育課程改革 

(2)新組織による教育・経営活動を活発化させて学校力を向上させる。 

  組織運動力を高めることによる各組織の機能発揮、連携協調力向上、総合的横断的課題に対する対応力の向上を実現する。そのために取組み課題の適切化明確  

化を図るとともに、目標達成に向けての実施管理をおこなう（ＰＤＣＡ管理の実行） 

(3)学校の情報リテラシーを向上させることにより授業力向上、意思疎通・共通意識醸成を推進する。 

  情報社会にふさわしい学校経営・教育を実施できる環境を整え、利用活用を推進して教育効果・校務運営力を向上させる。 

(4)教員の資質を向上させる。 

総合的な研修により、教員の能力知見の向上を図り、学校経営課題に対する共通認識の醸成する中で世代交代円滑推進、若手中堅育成、学校経営課題への対

応力を高める。新設の研修育成部を中心に展開 
(5)不祥事発生の未然防止を図るために、一層の取り組みを進める。 

不祥事防止に関する校内研修を実施し、問題意識を共有する。 

 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会からの意見】 

学校教育自己診断の結果と分析［平成 29年 12月実施分］ 学校協議会からの意見 

【学習指導等】 

・今年度も教科指導力と学力の向上を目標として挙げている。生徒向けの

「授業改善をしている」についての肯定的回答は 77.9%と前年度に比して

21％向上。教員向けでは「授業改善の効果がある」についての肯定的回

答は 72.5%となっており、ほぼ同等の肯定的な回答率となった。生徒の「授

業が分かりやすい」についての肯定的回答が 79.9%であり、前年度に比し

第１回(６/27) 

○授業見学について 

・アクティブラーニングの手法が取り入れられていてよかった。 

・どの授業でも生徒が主体となっている。授業では活き活きとしている。 

○学校経営について 

・グローバル人材育成には、コミュニケーション能力を高め英語圏の生徒と英語での交流
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て 8.5％向上。教員の努力が顕著に出ている 

【生徒指導等】 

・本校では生徒相談室を設け、基本は可能な範囲で教員常駐の態勢をとっ

ている。しかし、生徒向けでは「気軽に相談できる」についての肯定的

回答は 56.9%、教員向けでは「教育相談体制が整備されている」について

の肯定的回答が 85.0%となっている。この大きな差が生じた大きな要因と

しては、組織的な相談体制が十分ではないと考えられる。したがって、

来年度には、委員会組織として教育相談委員会を設置し教育相談体制を

より充実したものにする予定である。 

【学校運営】 

・学校ホームページについて、昨年度よりリニューアルをしたところだが、 

生徒向けではよく見るという肯定的回答は 18.2%、保護者では 26.4%であ 

った。しかし、教員向けではホームページが活用されているとして肯定的 

回答が 95.1%となっている。今後はホームページのデータ更新の頻度を高 

めることによって、生徒・保護者、さらには中学生とその保護者の関心を 

高めていく必要がある。 

が必要である。 

・社会全体に対して貢献できる人材育成を目指してもらいたい。勉強だけでなく地域に貢

献することも行ってもらいたい。 

○平成 30年度使用教科書選定について 

・教科書の難易度だけの選定ではなく、生徒にとって最も相応しいものとして選定をして

もらいたい。 

第２回(12/１) 

○学校の現状について 

・グローバル化が進み、英語を用いて交流し国際性を磨く活動等を積極的に取り組んでも

らいたい。 

・企業の求める人材として学力はもちろんであるが、ボランティア、海外研修等いろいろ

な経験を重ねて身に付けてもらいたい。 

○経営指標について 

・友人と活動したりクラブで活躍した生徒は大学でも活躍するので、そのような生徒を育

成してもらいたい。 

・遅刻数の減少となる取組を組織的に行っていることは良い。 

第３回(２/９) 

○平成 29年度学校経営計画及び学校評価 

・海外からの受け入れ生徒が身近にいることはグローバル化への刺激や海外に目を向ける 

きっかけになるので継続してもらいたい。また英語のコミュニケーションをとる機会も 

増やしてもらいたい。 

・生徒へのアンケートへの設問を、現状の教育に合わせて何ができるようになったかを問 

うことにより学校教育の中身を見直したほうが良いのではないか。 

・防災教育は学校が教えられることもあるが、直接行動を起こす中で地域を支えることが 

重要である。 

・学校に行くのが楽しい、親しい友人がいるという生徒が多いのは素晴らしい。 

・友人作りは大学でも重要である。高校で友人作りや人との付き合いの素養を作ってもら 

いたい。生活習慣の指導も引き続き大事に行ってもらいたい。 

○平成 30年度学校経営計画について 

・挨拶運動は良いことであるが、すべての活動に必要性や意義を考えさせることが大切で 

ある。 

・高槻の中学は以前から朝の学習に取り組んでいて、効果がある。特に読書は１時限目の 

授業のスムーズなスタートにつながり、読書量が増える。 

・全体の合意を得て朝学を行うことは、難しいことではあるが来年の大きな柱としてやっ

てもらいたい。 

○学校教育自己診断について 

・大学ではパワハラやアカハラ等の外部窓口を設けて相談しやすい体制を整えている。気

軽に相談できるようにするには、そのような窓口を設けてはどうか。 

・生徒と教員のアンケート結果の差異が大きいことについては、実態を掴む努力や体制づ

くりを要望する。 

 

 

 

３ 本年度の取組内容及び自己評価 

中期的 
目標 今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 評価指標 自己評価 

１ 

進
路
を
切
り
拓
く
確
か
な
学
力
の
育
成 

(1)教科指導力と学

習力の向上 

 

ア・取組み活発化に向けた共通認識の醸成 

・授業アンケート・教員間授業観察を利用した

授業改善向上 

 ・全体個別研修の推進（全体研修会設定、府教

委・外部研修への参加、先進事例視察） 

 ・定期考査の標準化推進による公平で適正な教

育の生徒への提供 

・授業スタンダードの充実による授業水準向上 

イ・平日休日課題管理を通した家庭学習強化   

・予習－授業－復習のサイクルの確立による自

学自習を習慣化 

・学力に応じた学習支援（補習・講習）を推進 

ウ・国数英３教科の土曜講習の実施 

ア・学校教育自己診断の「先生

は授業改善をしている」の肯

定的評価を 60.0％以上（平成

28 年度 56.9％） 

イ・学校教育自己診断の「平日

の平均家庭学習時間１時間

未満」を 5.0％以下（平成

28 年度 6.3％） 

 ・基礎学力調査 29年度２年生 

  平日学習時間 70分（平成 28

年度２年生 51分） 

ア 教員相互の授業見学や研究授業等の授業力

向上の取組みの結果、学校教育自己診断の肯定

的評価は 77.9％と 21％向上した。（◎） 

 

イ 学校教育自己診断の「平日の平均家庭学習

時間１時間未満」は 7.2％であり、家庭学習時

間を増やすように引き続き啓発していく必要が

ある。（△） 

 

基礎学力調査 29年度２年生平日学習時間は 61 

分と 10分増加した。（○） 
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(2)組織的機能的な

進路指導の確立 

 

ア・３年間一貫指導体制の構築 

  進路指導ストーリー作成と図式化 

  図式化された内容に基づく適切な行事配置 

  各行事での適切な指導の実施 

イ・多様で複雑な進路状況に対する適応力の向上 

  変遷する大学入試制度への教員適応力向上 

  進路状況に合致したきめ細かい指導の実現 

ウ・保護者・生徒への進路情報の積極有効開示 

  進路説明会・講演会の有効実施、生徒への 

進路情報の適切な開示 

エ・進路ノウハウの収集と共有化 

 教育改革や大学入試制度等の情報を積極的

に入手（各種説明会講演会、先進高校、大学

訪問等を積極的に展開） 

ア・ 

イ・学校教育自己診断の「自分

の目標を定め、努力している」

の肯定的評価 75.0％以上（平成

28 年度 70.2％） 

 

ウ・学校教育自己診断の「学校

は進路についての情報を知らせ

てくれる」の肯定評価を 45.0％

以上（平成 28 年度 42.4％）「学

校は将来の進路や職業について

適切な指導をおこなっている」

の肯定評価を 20.0％以上（平成

28 年度 18.4％） 

イ 学校教育自己診断の「自分の目標を定め、 

努力している」の肯定的評価 74％（○） 

 

ウ 学校教育自己診断の「学校は進路について 

の情報を知らせてくれる」の肯定的評価「あて 

はまる」とする回答 39.7％（○） 

 

学校教育自己診断の「学校は将来の進路や職業 

について適切な指導をおこなっている」の肯定 

的評価「あてはまる」とする回答 17.5％（○） 

２ 

生
活
習
慣
の
確
立
と
社
会
規
範
の
尊
重
遵
守
、
総
合
的
教
育
に
よ
る
豊
か
な
人
間
性
の
育
成 

(1) 生活習 慣の 確 

立と社会規範の尊重

遵守 

ア・遅刻者、欠席者減少への取組み 

  遅刻指導を強化する。具体的には今後検討 

イ・身なり適正化への取組み 

  教育を受けるマナーとしての身なりのあ 

り方（頭髪・服装・服飾品） 

ウ・交通安全推進への取組み 

  入学時初期指導、通学指導等の施策推進 

ア・年間一人あたり遅刻回数を、

1.0回以下（平成 28年度 1.37 

回）。年間一人あたり欠席回数

を、３回以下。（平成 28年度 3.4

回） 

イ・学校教育自己診断の「学校

生活についての先生の指導

には納得できる」の肯定評

価 30.0％以上（平成 28 年度

20.6％） 

ウ・学校教育自己診断の「命の

大切さや社会のルールにつ

いて学ぶ機会がある」の肯

定評価 20.0％以上（平成 28

年度 17.1％） 

ア 年間一人あたり遅刻回数は 1.23 回 年間

一人あたり欠席回数は 3.3回（○） 

 

イ 身なり適正化への指導はしっかりとなされ

ており、定着している。学校教育自己診断の「学

校生活についての先生の指導には納得できる」

の肯定的評価「あてはまる」とする回答 25.0％

（○） 

 

 

ウ 授業や学年単位での学びが行われており、

学校教育自己診断の「命の大切さや社会のルー

ルについて学ぶ機会がある」の肯定的評価「あ

てはまる」とする回答 20.0％（◎） 

(2)学校行事や部活

動を通じた豊かな人

間性の育成 

ア・部活動の組織・運営課題の整理・解決 

位置づけ・理念の明確化等の骨格づくり 

組織・運営・施設の三位一体改革 まずは 

運営改革を着手 

イ・学習との調和の再構築 

ウ・行事の精選と有効実施 

  行事の教育目的に従った有効実施と改善 

  （卒業式入学式、体育祭文化祭、始業終業式 

   授業日の適切な運営、修学旅行のあり方） 

ア・クラブ加入率 90％以上 

(平成 28 年度 92.3％) 

イ・学校教育自己診断における

「勉学と部活動の両立ができ

た」の肯定的回答 50.0％以上（平

成 28 年 48.8％） 

ウ・学校教育自己診断における

「自分は学校行事に積極的に取

り組んでいる」の肯定評価

40.0％以上（平成 28年度

38.9％） 

ア 今年も熱心に部活動に取組んだ結果、多く

のクラブが好成績・成果を残した。クラブ加入

率 87.2％（△） 

イ 学校教育自己診断における「勉学と部活動

の両立ができた」の肯定的評価 55.0％（◎） 

 

ウ 自主自律の精神にしたがって、生徒は学校

行事に積極的に取組んだ。学校教育自己診断に

おける「自分は学校行事に積極的に取り組んで

いる」の肯定的評価 83.7％（◎） 

(3)総合的人間力の

育成 

ア・高槻市や大学等と連携し、国際交流の機会を

設け、異文化理解を推進 

イ・同和問題、女性の人権、パワハラセクハラ、

外国人の人権等幅広い人権課題を３年間で

学習するための計画を検討し策定する 

ウ・環境・ボランティア等社会的課題について学

習し体験する機会を設ける 

アウ・学校教育自己診断におけ

る「環境、国際理解、福祉ボラ

ンティアなどについて体験する

機会がある」の肯定評価 20.0％

以上（平成 28年度 8.4％） 

イ・学校教育自己診断における

「命の大切さや社会のルールに

ついて学ぶ機会がある」の肯定

20.0 ％ 以 上 （ 平 成 28 年 度

17.1％） 

アウ オーストラリア語学研修等や各種行事に

ついて、連携を深めた。特に長期留学生を 2 名

招聘する等国際交流に努めた結果、学校教育自

己診断における肯定的評価は 73.6％（◎） 

 

イ 学年ごとの人権に関する講演会等を実施す

ることにより、学習を進めた。学校教育自己診

断の「命の大切さや社会のルールについて学ぶ

機会がある」の肯定的評価は 71.8％（◎） 

３ 

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の

育
成 

 

（１）グローバル人

材の育成 

ア・ 国際交流を積極的に推進し、英語圏（オー
ストラリア）への語学研修を引続き実施し、
授業に言語活動を積極的に取り入れ、英検や
TOEFL 等の資格取得を進めることに取り組
む。    

 

イ・世界の様々な国からの長期、短期の留学生を

積極的に受け入れる。 

ア・英検準２級以上の資格取得

者数を５％以上増加。（平成 28

年度 72名） 

 

 

イ・可能な範囲で積極的に受け

入れる。 

ア 英検については１月に本校で準会場として

受検を可能にしたこともあり、最終的な１年間

トータルの準２級以上の資格取得者数は 185で

前年度比 2.57倍の増加。（◎） 

 

イ 今年度は中国とドイツから２名の長期留学

生を受け入れ、日常的に生徒間の交流の場を整

えた。（◎） 

４ 

社
会
に
信
頼
さ
れ
る
学
校

づ
く
り 

(1)危機管理の向上 ア・危機管理委員会（新設）において危機管理体

制を構築すると同時に緊急事態に対応する

能力を高める 

イ・事故や災害時の実際的対応力をより向上させ

るためのマニュアル改善や訓練を実施する 

ア・学校教育自己診断における

「事故事件災害等に対して迅速

かつ適切な対処ができるよう役

割分担が明確になっている」の

肯定評価 20.0％以上（平成 28

年度 17.0％） 

イ・学校教育自己診断における

「災害時どう行動すべきか知ら

されている」の肯定評価 30.0％

以上（平成 28年度 18.7％） 

ア 学校教育自己診断における「事故事件災害

等に対して迅速かつ適切な対処ができるよう役

割分担が明確になっている」の肯定評価「あて

はまる」とする回答 17.1％（△） 

 

イ 年２回実施している避難訓練時に、災害時

の適切な行動学校教育自己診断における「災害

時どう行動すべきか知らされている」の肯定評

価「あてはまる」とする回答 27.2％（△） 
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(2)学校の発信力の

充実強化 

ア･生徒に対する入学者進路選択等意識調査を実

施して結果分析をおこなった上で、広報ＰＲ

の基本骨格を構築する 

イ・ＰＴＡ等に対し学校経営情報を適切に開示し

理解を求める。また、学校課題解決への協働

取組みを提案する 

アイ・学校教育自己診断におけ

る「学校は教育方針をわかりや

すく伝えている」の肯定評価

20.0 ％ 以 上 （ 平 成 28 年 度

12.3％） 

学校教育自己診断における「学

校は保護者の期待に応えてい

る」の肯定評価 10.0％以上（平

成 28 年度 9.5％） 

アイ 学校教育自己診断における「学校は教育

方針をわかりやすく伝えている」の肯定評価「あ

てはまる」とする回答 14.2％（○） 

 

学校教育自己診断における「学校は保護者の期

待に応えている」の肯定評価「あてはまる」と

する回答 12.1％（◎） 

５ 

機
能
的
効
率
的
な
学
校
運
営
の
実
現 

(1)学校基幹の強靭

化による学校経営力

の強化 

ア・将来の教育・学校環境を踏まえた教育理念を

明確にして学校経営に対する共通認識を醸

成する 

イ・生徒の進路実現に資する内容を具現化した新 

教育課程の平成 28 年度導入のための業務を

推進する 

ア・学校教育自己診断における

「学校は保護者の期待に応えて

いる」の肯定評価を 20.0％以上

（平成 28年度 9.5％） 

ア 学校教育自己診断における「学校は保護者

の期待に応えている」の肯定評価「あてはまる」

とする回答 12.1％（△） 

(2)学校力の向上 ア・新組織による取組み課題を明確にする 

イ・課題解決のための進捗管理を徹底する 

  年度当初 取組み課題について確認と調整 

  中間期  中間レビューと下期取組み 

  年度末  総括と来年度に向けた課題整理 

  ※課題消化を共有するための会議体を設置 

ウ・新設した委員会組織を有効に機能させて横断 

的総合的課題に対する取組みを強化する 

  ①基本問題検討委員会（校長 委員長） 

   社会の変化を受け止めた本校の長期的 

発展のための枠組み構築と実現方策検討 

  ②学力進路検討委員会（教頭 委員長） 

   学力向上と進路指導を総合的系統的に 

推進することによる進路実現成果の向上 

  ③危機管理委員会（校長 委員長） 

   緊急事態の発生を防止し、被害を最小限に

止める方策の検討と対応体制の構築 

学校教育自己診断における 

「各分掌や各学年間の連携 

が円滑に行われ、有機的に 

機能している」の肯定的 

回答を 70.0％以上（平成 28 年 

度 60.4％） 

 

 

学校教育自己診断における「各分掌や各学年間 

の連携が円滑に行われ、有機的に機能している」 

の肯定的回答 70.8％（◎） 

(3)情報リテラシー

向上 

ア・校内イントラネットの改善、活用推進 

イ・ＩＣＴを活用した授業力の向上 

  府下先進事例の学習と適用推進、教科全体 

での取組み 

ウ・ホーム・ページの魅力度向上 

  多様な情報をタイムリーに開示 

  全校的な運営体制に変更 

イ・学校教育自己診断における

「授業などでＩＣＴを活用して

いる」の肯定評価 30.0％以上（平

成 28 年度 15.1％） 

ウ・学校教育自己診断における

生徒・保護者「ホームページを

良く見る」の肯定評価 10.0％以

上（平成 28 年度生徒 4.4％保護

者 8.2％） 

イ 学校教育自己診断における「授業などでＩ

ＣＴを活用している」の肯定評価「あてはまる」

とする回答 19.5％（△） 

 

 

ウ 従来に加えて「校長だより」を新設し、適

宜更新し情報を発信している。学校教育自己診

断における生徒・保護者「ホームページを良く

見る」の肯定評価「あてはまる」とする回答生

徒 7.3％保護者 6.2％（△） 

(4)教員の資質向上 ア・全校研修 

  喫緊・将来の学校重要課題について検討  

年２回程度予定 

イ・新採初任者研修 

  法定研修、地区研修とは異なる学校独自ニー

ズに対応した研修 年４回程度予定 

ウ・転入者研修 

  適切効果的なオリエンテーション実施 

 

 

 

 

エ・不祥事発生の未然防止を図る 

 

ア・学校教育自己診断にお 

ける「校内研修組織が確立 

し、計画的に研修が実施さ 

れている」のあてはまると 

する回答を 35.0％以上とする 

（平成 28年度 11.3％） 

イ・学校教育自己診断にお 

ける「経験の少ない教職員 

を学校全体で育成する体制 

がとれている」のあてはま 

るとする回答を 20.0％以上と 

する（平成 28年度 13.5％） 

エ・校内研修において班別討議

等を実施する。 

ア 外部講師を招き、２回職員研修を実施でき

た。学校課題に対しての効果的な研修になっ

た。学校教育自己診断における「校内研修組

織が確立し、計画的に研修が実施されている」

の「あてはまる」とする回答は 31.7％。（○） 

 

 

イ １年間通して、計画的に新任研修を実施で

きた。学校教育自己診断における「経験の少

ない教職員を学校全体で育成する体制がとれ

ている」の「あてはまる」とする回答は 17.1％

（○） 

エ 不祥事発生の未然防止を図る為の、校内研

修を３回に分けて全員参加で班別討議の形態

で実施し、意識の共有化に努めた。（◎） 
 


